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県央ランドマーク株式会社 

県央ランドマーク会議室 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行政が定める感染拡大予防ガイドラインに沿って、「県央ラン

ドマーク会議室　新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を設定いたしました。ご利用者様に

は、ご利用規約と合わせて、本ガイドラインを遵守いただきますようお願い申し上げます。 

1. ご利用の制限

(1) 入館

以下の方はご来館いただくことができません。

① 軽度であっても、風邪のような症状（発熱、咳、咽頭痛など）がある方

② 国内外において、新型コロナウイルス感染症が疑われる方と長時間の接触があった方

③ 過去２週間の間に政府の入国制限、入国後観察期間が設定されている国・地域への渡航歴のあ

る方

(2) 催事・会議内容

以下の催事・会議は開催いただくことができません。

① 大声での発声、唱和等を行う催事・会議

大声を発する参加者がいた場合、個別に注意をしてください。

② 弊社が定める収容人数を超える催事・会議

今後の行政ガイドラインの変更に伴い、各会議室の収容人数を変更することがございます。 

 一度に入室する人数が定員を超えない場合（入れ替え制など）はご利用可能です。 

③ 飲食を伴うパーティ・懇親会等

ただし、パッケージされた食事の個別提供や弁当での提供の場合は除きます。 

（ブッフェ形式や大皿による料理提供はいたしません。） 

2. 主催者様への協力依頼

(1) ３密（密閉空間、密集場所、密接場面）回避

① 密集・密接

・座席の最前列と演台とは十分な距離を取ってください。

・受付、トイレ、その他共用スペースでは、十分な対人距離（１ｍ以上推奨）を確保して

ください。

② 密閉

会議室内は、常時空調システムによる換気を行っておりますが、状況に応じて扉や窓を開

閉する等の措置を行ってください。



(2) 感染防止対策

① マスク着用の徹底

・館内（会議室内、共用部内）では、マスクを着用してください。

・マスクを持参しない参加者を想定し、主催者側においてマスクを配布する等の

措置を講じてください。

② 消毒の徹底

・こまめな手洗い、手指消毒を徹底してください。

・展示や物販、資料配布を行う場合は、シールドや手袋着用などの対策を行ってください。

また、多くの方が触れるようなサンプル品・見本品を取り扱う場合は、消毒の徹底と手

袋着用などの対策を行ってください

③ 有症状者の入場制限の徹底

・参加者に対し入場時等に検温を実施し、発熱者(37.5 度以上)及び体調不良者の入場を制

限してください。

3. 感染者発生時の情報提供・共有

(1) 感染が疑われる方が発生した場合や催事終了後感染者発生が判明した場合は、速やかに医療機関、

新潟県コロナ相談センターなど関係機関、および弊社に連絡してください。

(2) 参加者、会議関係者（主催者）の名簿（氏名、緊急連絡先）を作成し、保管してください。

また、催事・会議を開催する前に、接触確認アプリ〔“COCOA”など〕の登録を参加者に促して

ください。

(3) 個人情報保護の観点から、名簿等の保管には十分な対策を講じてください。

本ガイドラインは、今後の、行政ガイドラインの変更及び社会情勢等により変更することがあります。あら

かじめご了承ください。変更の際には弊社ホームページでお知らせいたします。 

◆会議室予約の申し込み

ご利用規約および本ガイドラインの内容を了承いただける場合は、「県央ランドマーク会議室利用申込書」

の同意欄へチェックをいれてください。 

すでに「会議室利用申込書」をご提出済のお客様へ 

本ガイドラインの内容を了承いただけない場合は、早急にご連絡ください。ご連絡がない場合、ご了承いた

だいたものとさせていただきます。 

連絡先 県央ランドマーク株式会社／つばさ税理士法人

担当者：松原  

電話：0256-66-3450 メール：m-matsubara@kenohlm.com




